
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ゴルフコンペ費用 

Ｑ：会社でゴルフコンペを行おうと思って

います。開催方法の違いで交際費の負担が違

ってくるそうですが、どのようになっている

のですか？   

 

Ａ：会費制で行う場合は、会費の設定がポ

イントになります。 

【解説】 

◆社外コンペの取扱い 

得意先と行うコンペは、会社の業務に関係

ある費用ですから、原則として、交際費に

該当しますが、会費制でする場合には、そ

の会費の額によって次のように取り扱われ

ます。 

①  会費の明示がある場合でプレー代相当額以

上の会費を徴収する場合 

総費用－会費の合計＝交際費 

②  会費の明示がある場合でプレー代相当額に

満たない会費を徴収する場合 

総費用＝交際費 

③  会費の明示がない場合 

総費用＝交際費 

④  プレー代は個別精算する場合 

懇親会費や商品代の総額＝交際費 

⑤  会費は任意の金額とする場合 

総費用＝交際費 

◆ 社内コンペの取扱い 

従業員を対象とする慰安のための社内コン

ペ費用を会社が負担した場合は、その経済

的利益は給与として取り扱われます。 
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